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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第102期

第１四半期
連結累計期間

第103期
第１四半期
連結累計期間

第102期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (百万円) 37,578 41,966 161,587

経常利益 (百万円) 2,355 1,750 6,749

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,553 1,690 4,066

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,987 1,869 6,808

純資産額 (百万円) 100,136 104,823 102,905

総資産額 (百万円) 200,562 203,154 203,522

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 9.63 10.48 25.21

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 49.6 51.3 50.2
 

(注)１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　  ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　  ３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

　せん。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社、子会社および関連会社（以下「当社グループ」という。）ならびにそ

の他の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日～平成26年６月30日）のわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込

み需要の反動の影響が一部にはあったものの、輸出環境の改善や設備投資の増加などがみられ、緩やかな回復基調

で推移しました。また、世界経済も新興国の一部に弱い動きがみられたものの、先進国を中心に緩やかな拡大を続

けました。

特殊鋼業界におきましては、生産・販売が好調な自動車分野向けを中心に需要は堅調に推移しました。

このような中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、販売数量が前年同期に比べ増加したこと

などにより、前年同期比43億88百万円増の419億66百万円となりました。経常利益は、販売数量の増加や減価償却

費の減少、また、コストダウンの実施にも注力いたしましたが、電力・燃料価格の上昇や為替差損益の悪化などに

より、前年同期比６億５百万円減の17億50百万円となりました。四半期純利益は、投資有価証券売却益の計上など

により、前年同期比１億36百万円増の16億90百万円となりました。

セグメント別の売上高および営業損益の状況は、次のとおりであります。なお、各セグメントの売上高につきま

しては、セグメント間の売上高又は振替高が含まれております。

 

（鋼材事業）

　当第１四半期連結累計期間の販売数量が前年同期に比べ増加したことなどにより、売上高は前年同期比40億86

百万円増の378億97百万円となりました。営業利益は、販売数量の増加や減価償却費の減少などにより、前年同

期比２億４百万円増の19億３百万円となりました。

 

（特殊材事業）

耐熱・耐食合金、金属粉末製品などの製造および販売を行っており、当第１四半期連結累計期間の売上高は前

年同期比37百万円減の19億74百万円、営業利益は前年同期比０百万円減の３億53百万円となりました。

 

（素形材事業）

鋼材事業と同様、当第１四半期連結累計期間の販売数量が前年同期に比べ増加したことなどにより、売上高は

前年同期比７億２百万円増の47億74百万円、営業利益は前年同期比１億21百万円増の４億95百万円となりまし

た。

 

（その他）

子会社を通じて情報処理サービス等を行っており、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比21百万円

増の２億44百万円、営業損失は前年同期比２百万円減の３百万円となりました。

 

（注） 金額に消費税等は含まれておりません。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産残高は、受取手形及び売掛金、たな卸資産は増加したものの、現金及び預

金、有形固定資産の減少などにより、2,031億54百万円（前連結会計年度末比３億67百万円減）となりました。

負債残高は、支払手形及び買掛金は増加したものの、借入金の減少などにより、983億31百万円（前連結会計年

度末比22億85百万円減）となりました。

純資産残高は、四半期純利益の計上などにより1,048億23百万円（前連結会計年度末比19億18百万円増）となり

ました。

 

(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

（中期経営計画）

当社グループは、平成26～28年度を実行期間とする第９次中期経営計画を策定しております。その内容は以下

のとおりであります。

 

① 経営基本方針

 ～「高信頼性鋼の山陽」のブランド力の更なる向上による企業価値の増大と成長を目指して～
  

 　◇ グローバル競争に打ち勝つための企業体質の更なる強化

 　◇ 技術先進性の拡大

 　◇ 鋼材事業の持続的成長と非鋼材事業の強化によるトータル収益力の向上
 

 

国際コスト競争力及び研究開発力・品質対応力・納期対応力・システム基盤等の非価格競争力を強化すること

で、グローバル競争に打ち勝てる企業体質の構築を図る。これにより、鋼材事業では、拡大が予想される特殊鋼

需要を確実に捕捉し、第７次・第８次中期経営計画で整備した設備能力を活かして事業収益を増大する。また、

非鋼材事業には積極的に経営資源を投入し、業容拡大することで、グループトータルの収益力強化を図る。

さらに、あらゆる経済環境下でも最善の収益を確保し得る、上下方とも弾力性のある、強靭な企業体質の構築

を目指す。

 

② 重点施策

◆ 成長戦略の推進

・鋼材事業

国内外でビジネスを展開する需要家のニーズを的確に把握し、非価格競争力のある製品を適切に供給する

ことにより、需要家の競争力向上に貢献すると共に、当社グループの利益成長を図る。とりわけ成長著しい

東アジアにおける有効かつ具体的なサプライチェーンを早期に確立する。

・非鋼材事業

積極的に経営資源を投入し、売上規模を平成25年度比約1.6倍に拡大する。

 

◆ グローバル競争力の強化

・非価格競争力の強化

高機能な差別化商品や製造技術の開発及び顧客潜在ニーズを先取りした的確・タイムリーな商品群の整備

など、先の先を見据えた技術先進性の拡大を推進し、研究開発力・品質対応力・納期対応力・対ユーザー提

案力を維持・拡大することで、需要家のニーズに応える。

また、最新の情報とＩＴ技術を取り入れ、基盤業務システムの刷新を行う。

・国際コスト競争力の強化

第８次中期経営計画に引き続き、コスト削減を粘り強く進める。また、省力化投資、コスト削減投資等に

より、下方弾力性を向上させる。

・適正なマージンの確保

従来の鉄スクラップサーチャージ制度に加え、電力・ＬＮＧ価格上昇分の販売価格への反映を図る。
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◆ 持続的成長を実現するための人材育成

事業環境のグローバル化とそれに伴う国際競争の激化に対応しうる人材を計画的に育成する。

また、ワーク・ライフ・バランスの推進と女性社員が活躍できる環境づくり等の施策は引き続き実施する。

 

◆ 投資

戦略投資枠（主として研究開発、非鋼材セグメントの強化、東アジア等の海外投資 他）、基盤投資枠（主

として品質対応、省力化投資、省エネ等コスト削減投資、システム基盤投資 他）、必須投資枠（主として老

朽更新、安全環境対応、法規制対応 他）の３つの枠を設定し、各々100億円／３年を目処として実行する。

 

（株式会社の支配に関する基本方針）

当社は、株式会社の支配に関する基本方針を次のとおり定めております。

　

① 基本方針の内容の概要

当社は、「社会からの信頼」、「お客様からの信頼」、「人と人との信頼」の３つを柱とする「信頼の経

営」を経営理念に掲げ、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上に取り組んでおります。高品質の

特殊鋼づくりを通じて、豊かで文化的な社会の実現に貢献するとともに、社会を構成する一員としての責任を

果たすこと、お客様のニーズを迅速・的確にとらえ、高品質の特殊鋼製品を適切に提供すること、あらゆるス

テークホルダーの皆様とのコミュニケーションに努め、社会規範に則り自律的に行動することは、企業として

の社会的責任であると同時に、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上につながるものであるとの

認識であります。

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、上記の考え方を十分に理解し、将来にわたっ

て当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上を指向する者でなければならないと考えております。

従って、当社は、第三者による当社株式の大量買付け行為等により当社の企業価値および株主共同の利益が

損なわれることを防ぐため、当該第三者が順守すべき大量買付け行為等に係る適正なルールを事前に定めてお

く必要があると考えます。すなわち、当社は、第三者から当社株式の大量買付け行為等の提案（買収提案）が

なされた場合には、これを受け入れるか否かの最終的な判断は、その時点における株主の皆様に委ねられるべ

きと考えており、株主の皆様が買収提案について必要な情報と相当な検討期間に基づいた適切な判断を行える

ようにすることが、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上のために必要であると考えておりま

す。

 

② 取組みの具体的な内容の概要

(イ) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、当社グループ全体の企業価値および株主共同の利益の確保と向上のため、３ヶ年毎に中期連結経営

計画を策定し、その達成に向けて、グループ一体となって諸施策に取り組んでおります。

また、当社は、社会から常に必要とされる企業であり続けるため、中期連結経営計画に基づく施策の実行に

際しては、企業市民の一人としての社会的責任を自覚し、着実にそれを果たしていくことにより、企業として

の経済性と社会性を両立させてまいりたいと考えております。

 

(ロ) 基本方針に照らして不適切な者による支配を防止するための取組み

 当社は、上記基本方針に基づき、平成19年４月27日開催の取締役会の決議により、当社の買収を試みる者が

具体的買付行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関する適正ルール

（買収防衛策）」（以下「適正ルール」といいます）を導入しております。また、適正ルールの更新条項に基

づき、平成25年３月28日開催の取締役会において、適正ルールを平成25年４月27日付で更新することを決議い

たしました。

　適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め、買収提案の妥当性を検討するために必要な情報と相当な期間

を確保することにより、株主の皆様が買収提案の内容とこれに対する当社取締役会による代替案等との比較を

行い、それぞれにより実現される当社の企業価値および株主共同の利益を十分に理解したうえで適切な判断

（インフォームド・ジャッジメント）を行えるようにすること、加えて、当社の企業価値および株主共同の利

益を損なうこととなる悪質な株券等の大量買付けを阻止することを目的としたものであります。
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具体的には、当社の株券等を15％以上取得しようとする者（買収提案者）がいる場合に、買収提案が適正

ルールに定める要件（必要情報および検討期間）を満たすときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置

である新株予約権の無償割当ての可否に関し直接判断を下す仕組みとなっております。新株予約権の無償割当

ては、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②買収提案者が裁判例上悪質と特定された

４類型のいずれかに該当し、その買収提案が株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの

と判断される（国際的評価を得ている法律事務所および投資銀行の助言等に基づく）場合、③株主の皆様が新

株予約権の無償割当てに賛同した場合に限られます。

適正ルールは、当社ホームページ（http://www.sanyo-steel.co.jp/）に掲載しております。

 

③ 上記取組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由

上記②(イ)の取組みは、当社グループ全体の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させるための具

体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。

　また、上記②(ロ)の適正ルールは、買収提案がなされた場合に、対抗措置（新株予約権の無償割当て）を発

動するか否かについて、必要な情報と相当な検討期間に基づいて株主の皆様に判断していただくためのルール

および手続きを定めたものであります。この適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を株

主の皆様に委ねることにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保と向上を図るものです。

以上のことから、当社取締役会は、上記②の取組みが上記①の基本方針に沿うものであり、当社の株主の共

同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断してお

ります。

 

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は３億40百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(5) 経営者の問題認識と今後の方針について

今後につきましては、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の影響が次第に薄れ、わが国経済が緩やかに回復し

ていくことが期待される一方で、新興国の経済成長鈍化、国際競争の激化、電力・燃料価格の高止まりなどもあ

り、当社グループをとりまく事業環境は、引き続き楽観を許さない状況で推移するとみられます。　

　こうした中、当社グループといたしましては、非価格競争力の強化に向けた取り組みに一層注力いたしますとと

もに、需要動向に即した生産の実施やコストダウンの徹底など内部努力を重ね、需要家ニーズに的確に対応した高

品質の特殊鋼を安定供給できる事業体制の構築へ向けてグループの総力を挙げて取り組んでまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 474,392,000

計 474,392,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月14日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 167,124,036 同左
東京証券取引所
(市場第一部）

単元株式数は1,000株で
あります。

計 167,124,036 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年６月30日 ― 167,124 ― 20,182 ― 17,593
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である平成26年３月31日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成26年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式　　 5,806,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 160,295,000 160,295 ―

単元未満株式 普通株式　　 1,023,036 ― ―

発行済株式総数 167,124,036 ― ―

総株主の議決権 ― 160,295 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権３個)含まれ

ております。

２　「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式428株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
山陽特殊製鋼株式会社

兵庫県姫路市飾磨区中島字
一文字3007

5,806,000 ― 5,806,000 3.47

計 ― 5,806,000 ― 5,806,000 3.47
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)および第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 21,966 20,298

  受取手形及び売掛金 51,273 52,411

  商品及び製品 10,828 11,124

  仕掛品 21,829 24,479

  原材料及び貯蔵品 15,733 15,708

  その他 2,934 2,409

  貸倒引当金 △6 △6

  流動資産合計 124,559 126,425

 固定資産   

  有形固定資産   

   機械装置及び運搬具（純額） 40,787 39,388

   その他（純額） 22,166 21,630

   有形固定資産合計 62,954 61,019

  無形固定資産 794 788

  投資その他の資産 ※1  15,213 ※1  14,922

  固定資産合計 78,962 76,729

 資産合計 203,522 203,154

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 14,883 16,793

  短期借入金 44,688 44,662

  未払法人税等 1,537 573

  賞与引当金 1,796 982

  役員賞与引当金 59 18

  その他 10,317 9,689

  流動負債合計 73,283 72,718

 固定負債   

  長期借入金 25,063 23,423

  役員退職慰労引当金 92 73

  環境対策引当金 8 -

  退職給付に係る負債 689 541

  その他 1,481 1,574

  固定負債合計 27,333 25,612

 負債合計 100,616 98,331
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 20,182 20,182

  資本剰余金 22,596 22,596

  利益剰余金 58,056 59,797

  自己株式 △1,781 △1,783

  株主資本合計 99,053 100,793

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,823 3,197

  為替換算調整勘定 865 670

  退職給付に係る調整累計額 △553 △541

  その他の包括利益累計額合計 3,135 3,325

 少数株主持分 715 704

 純資産合計 102,905 104,823

負債純資産合計 203,522 203,154
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 37,578 41,966

売上原価 32,347 36,705

売上総利益 5,230 5,260

販売費及び一般管理費 3,033 3,311

営業利益 2,197 1,948

営業外収益   

 受取利息 11 11

 受取配当金 60 88

 為替差益 286 -

 その他 80 46

 営業外収益合計 438 146

営業外費用   

 支払利息 167 137

 為替差損 - 71

 その他 112 136

 営業外費用合計 280 345

経常利益 2,355 1,750

特別利益   

 投資有価証券売却益 - 633

 土地売却益 4 270

 特別利益合計 4 903

特別損失   

 固定資産除売却損 17 55

 投資有価証券評価損 8 -

 特別損失合計 26 55

税金等調整前四半期純利益 2,333 2,598

法人税、住民税及び事業税 183 546

法人税等調整額 578 350

法人税等合計 761 897

少数株主損益調整前四半期純利益 1,571 1,701

少数株主利益 17 11

四半期純利益 1,553 1,690
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,571 1,701

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 798 373

 為替換算調整勘定 365 △214

 退職給付に係る調整額 - 11

 持分法適用会社に対する持分相当額 251 △2

 その他の包括利益合計 1,415 167

四半期包括利益 2,987 1,869

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,927 1,880

 少数株主に係る四半期包括利益 59 △11
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

および「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに

ついて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額

の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の基礎となる期間の決定方法につ

いても、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から、退職給付支払ごとの支払見込期間を反映する

方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半

期連結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減

しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る資産が413百万円増加（投資その他の資産に含めて

表示）し、退職給付に係る負債が166百万円減少し、利益剰余金が373百万円増加しております。なお、これによる

損益に与える影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１  資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

投資その他の資産 167百万円 160百万円
 

 

２　保証債務

下記会社等の借入金に対し、保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

UCHIDA-SATO TECH (THAILAND)
CO., LTD.

22百万円 21百万円

従業員 26 23

計 49 45
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

減価償却費 2,628百万円 2,313百万円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間 (自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)

１　配当金支払額

該当事項はありません。

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間 (自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月15日
取締役会

普通株式 322 2.00 平成26年３月31日 平成26年６月９日 利益剰余金
 

 

２　基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３鋼材 特殊材 素形材 計

売上高         

  外部顧客への売上高 31,471 2,012 4,071 37,555 22 37,578 ― 37,578

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,339 ― ― 2,339 200 2,539 △2,539 ―

計 33,810 2,012 4,071 39,894 223 40,117 △2,539 37,578

セグメント利益
又は損失(△)

1,699 354 374 2,427 △6 2,420 △222 2,197
 

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない情報処理サービス事業等であります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△222百万円は、棚卸資産の調整額△243百万円およびセグメント間取引消

去20百万円であります。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３鋼材 特殊材 素形材 計

売上高         

  外部顧客への売上高 35,196 1,974 4,774 41,944 21 41,966 ― 41,966

  セグメント間の内部
　売上高又は振替高

2,701 ― ― 2,701 223 2,924 △2,924 ―

計 37,897 1,974 4,774 44,646 244 44,891 △2,924 41,966

セグメント利益
又は損失(△)

1,903 353 495 2,752 △3 2,748 △799 1,948
 

(注) １　「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない情報処理サービス事業等であります。

２　セグメント利益又は損失の調整額△799百万円は、棚卸資産の調整額△819百万円およびセグメント間取引消

去20百万円であります。

３　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、次のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額 9.63円 10.48円

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額(百万円) 1,553 1,690

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 1,553 1,690

普通株式の期中平均株式数(株) 161,335,775 161,316,928
 

(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

平成26年５月15日開催の取締役会において、平成26年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額 　　　　　　　　　　　　　　　 　　322百万円

②　１株当たりの金額 　　　　　　　　　　          　2円00銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月13日

山陽特殊製鋼株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   池 田　芳 則　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士    浅　野　　　豊　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている山陽特殊製鋼株

式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日か

ら平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期

連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい

て四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、山陽特殊製鋼株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の

財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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